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問 鹿嶋市納税対策室  電話 0299-82-2911 内線（272~274） 

軽自動車の差押を行いました。 
（タイヤロックの装着） 

 

タイヤロック装置 拡大写真 

納税対策室では，市税等の滞納がある方に対して督促状や催

告書を送付しています。また，個別に市役所への来庁をお願い

する文書を送付して納税相談の機会を設けています。 
督促や催告に対して何の連絡もなく，納税相談も行えない場

合には，差押等の滞納処分を行うことになります。 
 差押の対象は不動産，預貯金や生命保険等の債権の他，自動

車やバイク等の動産も含まれます。 
 上記の写真は，実際に軽自動車を差押した際のものです。 
差押えた自動車は，未納の市税等を完納するか，具体的な納付

方法の相談がない場合，インターネットオークション等の方法

で売却（公売）して未納の税金に充てられます。 

軽自動車差押時の写真 

 




